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平成３０年労第３５０号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する｡ 

 

事実及び理由 

第１ 再審査請求の趣旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が○年○月○日付けで請求人に対してした労働

者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号。以下「労災保険法」という。）によ

る遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の処分を取り消すとの裁決を求めるこ

とにある。 

第２ 事案の概要 

１ 請求人の亡妻（以下「被災者」という。）は、○年○月○日、Ａ所在のＢ会社

（以下「会社」という。）に雇用され、商品の梱包・出荷の業務に従事していた。 

２ 被災者は、○年○月○日の業務中、頭を机に伏せたまま動かなくなり、その後、

Ｃ医療機関に救急搬送されたが死亡した。死体検案書には、直接死因「胸部大動

脈解離」と記載されている。 

請求人によると、被災者は、入社して１年ほどしてから帰宅時間が毎晩午後１

０時３０分から午後１１時頃になり、休日も少なくなったという。 

３ 本件は、請求人が被災者に発症した疾病は業務上の事由によるものであるとし

て遺族補償給付及び葬祭料の請求をしたところ、監督署長はこれらを支給しない

旨の処分（以下「本件処分」という。）をしたことから、本件処分を不服として

同処分の取消しを求める事案である。 

４ 請求人は、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」という。）に対し審査

請求をしたところ、審査官が○年○月○日付けでこれを棄却する旨の決定をした

ことから、更にこの決定を不服として本件再審査請求をした。 

第３ 当事者の主張の要旨 

１ 請求人 

（略） 

２ 原処分庁 
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（略） 

第４ 争  点 

請求人に発症した疾病及び死亡が業務上の事由によるものであると認められる

か。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 理  由 

 １ 当審査会の事実認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）当審査会は、Ｄ医師作成の死体検案書及びＥ医師作成の○年○月○日付け意

見書に基づき、被災者は、○年○月○日に死亡し、死亡の原因は「胸部大動脈

解離」（以下「本件疾病」という。）であり、その発症時期を同日と判断する。 

（２）本件疾病に係る業務起因性の判断は、決定書理由に記載の「脳血管疾患及び

虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」(平成１３

年１２月１２日付け基発第１０６３号。以下「認定基準」という。)に基づくも

のとされているところ、当審査会も認定基準は妥当であると判断することから、

同基準に基づいて判断すると、以下のとおりである。 

（３）本件疾病発症直前から前日までの間において、認定基準上の異常な出来事に

遭遇した事実は認められない。 

（４）被災者の就労時間についてみると、監督署長は、決定書理由に説示するとお

り、タイムカード、時間管理表等の各関係資料及び会社関係者の申述を基に、

被災者の始業時間、終業時間、休憩時間等を推計し、労働時間を算定している。 

   この点、請求人は、被災者の労働時間について、被災者はタイムカードの終

業打刻時刻の後にも時間外労働に従事していた旨主張し、その証拠としてレシ

ートを提出している。これらを踏まえ、監督署長は、決定書理由に説示すると

おり、被災者の終業時刻を推計し、労働時間を算定している。 

   当審査会としても、決定書理由に説示するとおり、監督署長の労働時間の算

定は妥当であると判断する。 

（５）そこで、被災者の本件疾病発症前おおむね１週間の就労状況をみると、決定

書理由に説示するとおり、被災者の時間外労働時間を最長に推計した場合にお
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いても１４時間３３分であり、当審査会としても、被災者は発症前おおむね１

週間において、日常業務に比して特に過重な業務に従事していたとは認められ

ないものと判断する。 

（６）次に、被災者の本件疾病の発症前１か月の時間外労働時間数をみると、５７

時間２１分であり、１００時間には達しておらず、発症前２か月ないし６か月

における１か月あたりの平均時間外労働時間も８０時間に達していないことか

ら、当審査会としても、被災者は、発症前の長期間にわたって著しい疲労の蓄

積をもたらす特に過重な業務に就労していたとは認められないものと判断する。 

（７）業務以外の要因についてみると、○年○月○日受診の健康診断の結果では、

血圧が１８５／１３４mmHgと高値であり、胸部Ｘ線にて心拡大が認められ、ま

た、○年○月○日受診の健康診断の結果では、血圧が１８７／１２９mmHgと高

値であり、両眼高血圧性眼底の所見が認められる。 

さらに、Ｄ医師は、○年○月○日付け意見書において、「業務内容と大動脈

解離との因果関係は完全に否定できるものではないが、ほとんどが重症の高血

圧症を放置していたことによると思われた。」と述べ、Ｅ医師は、同年○月○

日付け意見書において、要旨、被災者の高血圧症と本件疾病とは相当の関連性

がある旨述べている。 

（８）以上のことからすると、被災者には、「異常な出来事への遭遇」、「短期間

の過重業務」及び「長期間の過重業務」のいずれも認められないから、被災者

に発症した本件疾病及び死亡は業務上の事由によるものとは認められない。 

３ 結  論 

以上のとおり、本件処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はないから、

請求人の本件再審査請求を棄却することとして、主文のとおり裁決する。 


